
メディパルグループのマテリアリティ（重要課題）

CSR取組み事例 ESG分類

・内部通報制度
・独占禁止法違反防止への取組み

情報管理
　P.64
情報管理
　P.64

・方針・体制
・教育制度

薬事管理
　P.59-60
薬事管理
　P.59-60

・自然災害発生時のリスク対策 ・物流センターの免震化
・感染症大流行時の対策

災害対策
　P.61-63
災害対策
　P.61-63

人権尊重
　P.65-69
人権尊重
　P.65-69

・人材育成への取組み
・働きやすい職場体制

・ダイバーシティの取組み
・人権保護の取組み

環境保全環境保全
　P.70-71

・CO2排出量、電力使用量削減と地球温暖化防止への取組み
・廃棄物処理・資源有効活用

G

G

S／G

S／G

S

E

E／S
希少・難治性疾患支援、もみじの家を支援、COPD啓発活動、
骨髄ドナー休暇、認知症サポーター養成講座、一人一花運動、
こども食堂を支援

マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
の
6
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

・品質の確保
・教育制度

社会への取組み
　P.72

社会への取組み
　P.72

コーポレート・ガバナンス P.41-51

コンプライアンス
　P.56-58

コンプライアンス
　P.56-58

■ マテリアリティ、CSR、ESGの関係について

CSRとの関係
（個別重要課題への

対応）

長期的な 
企業価値
を支える

ESGとの関係

６つのカテゴリーは、当社グループがリスク管理の観点も踏まえ、CSRとして整理している項目で
す。当社グループはCSRを「グループを構成する各企業が、永続的に発展し続けることにより、経
営理念を実現し、その然るべき結果が社会の利益に貢献するように経済、社会、環境に配慮した
事業活動を行うこと」と定義づけています。社会的使命を果たすために、主に卸売事業各社の
CSR委員長を構成メンバーとするCSR全体会議を開催し、具体的な活動を行っています。

６つのカテゴリーと、根幹となるコーポレート・ガバナンスは、投資家が注目するESG（環境・
社会・ガバナンス）の3つのテーマに対応します。選出したマテリアリティは当社グループの長
期的な企業価値向上を支えるESG要素でもあり、価値創造に実質的な影響を与えるものと考え
ます。

基本的な考え方

メディパルグループの社会的使命は、いつ、いかなるときも安定的に商品を供給することです。この使命を果たすた
めに、盤石な企業体制を確立することが重要だと考えており、コンプライアンス、薬事管理、災害対策、情報管理、
人権尊重、環境保全の6つのカテゴリーをマテリアリティ（重要課題）としています。

活動報告
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サステナビリティ推進の成果と課題
　この1年を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の影響
や気候変動問題など、当社グループを取り巻く環境は大きく
変化しました。そうした中で、人々の健やかな暮らしを支え
る企業として、必要なものを、必要な回数で、必要な量だけ
安全・安心にお届けするだけでなく、SDGsにつながる事業
活動を行ってきました。
　一例を挙げると、感染リスクの軽減につながる非接触方
式の個口スキャン検品がお得意様からご評価をいただき、導
入が進んでいます。環境対策においては、配送回数の最適化
を進める中、お得意様のSDGsへのニーズとも合致し、一緒
に取り組みたいとのお話をいただいています。また、新型コ
ロナウイルスのワクチンの配送を担っていることで、「この国
で、薬を届けるという使命。」という私たちの役割を強く認識
をすることができました。
　当社グループは、働きやすい環境づくりを経営の重要課題
として認識し、従業員の健康維持・増進のためのさまざまな
取組みを進めた結果、当社および（株）メディセオが「健康
経営優良法人2021」に認定されました。特筆すべきは、一
人ひとりの健康リテラシーの向上を図る取組みです。2017

年からグループ全体で日本健康マスター検定※の受講を促進
し、4,068名（2021年3月末現在）が合格しました。従業員
にとってライフスタイルや価値観を大切にしながら働くこと
ができる職場環境を築くとともに、心身ともに健やかな生活
を送るためのサポートを行っています。
　今後の取組みについては、当社グループの6つのマテリア

リティ（重要課題）のうち、コンプライアンスはもとより、人
権尊重や環境保全などにも注力し、中長期の目標を掲げて
いきたいと考えています。とりわけ、気候変動の問題は

SDGsの中でも極めて重要であり、流通を担う当社グループ

の事業活動とも密接に関連していることから、CO2排出量の
一層の削減に取り組んでいきます。
　企業がSDGsを推進するうえで重要なことは、人を想う

「利他の心」だと思います。一人ひとりが、持続的な社会の
発展に向けて人を想うこころを忘れず、目的を理解して実践
することでSDGsの目標達成に近づけるのではないかと強く
感じています。

コンプライアンスの徹底とコーポレート・ガバナンスの充実
　2019年、当社の連結子会社が公正取引委員会による立入
り検査を受けました。このことを真摯に受け止め、当社グルー
プの経営トップがグループコンプライアンス管掌に就任し、
率先してコンプライアンス経営を推進しています。体制につ
いては、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員
会」を設置し、継続的にモニタリングする機能を強化しまし
た。そのほか、各事業会社にコンプライアンス担当責任者を
おき、営業部長をコンプライアンスリーダーに任命するなど、
営業活動のコンプライアンス意識を高めるための施策を講
じています。加えて、経営トップがコンプライアンスを重視す
る姿勢を明確にした「企業活動指針」を新たに制定し、自ら
全国の拠点を行脚しながら、全社員に浸透させることで、遵
法精神に則った企業風土を確立し、企業価値の向上をめざ
していきます。
　また、当社グループが持続的に発展をしていくうえで、豊
富な経験や専門性を有する社外役員の存在は非常に大きい
と感じています。社外役員の方々と闊達な議論を進めること
で、ガバナンスのさらなる充実を図り、企業価値の向上に資
する体制整備に努めていきます。
※ 日本健康マスター検定：一般社団法人日本健康生活推進協会が実施している、最新
の健康情報に基づく健康リテラシーを学び、資格を取得できる検定制度

CSR委員会 委員長メッセージ

コンプライアンスのさらなる徹底と
SDGsの推進に力を注いでいきます。

株式会社メディパルホールディングス
常務取締役 管理本部長
CSR委員会 委員長
左近 祐史
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メディパルグループにおけるSDGs

　当社グループでは、主に9つの取組みを通じて持続可能な経済社会の実現に貢献していきます。

■ メディパルグループの具体的な取組み

①   医薬品や生活必需品を全国に安定的に供給する事業を通じ、
人々の健やかな暮らしを支えています。

②   医薬品などに関して、医師や医療従事者に役立つ情報を提供
しています。

社外役員に6名（当社3名、PALTAC3名）の女性が就任するなど、
異なる経験・技能・属性を反映し多様性の確保をしています。

物流拠点の集約や配送の効率などにより、
エネルギーの効率化に努めています。

製品を持たない中間流通業にとって
一人ひとりの成長が企業としての持続的成長の源泉です。

AI・ロボットなどの先端技術を積極的に導入し、
非連続の生産性向上に挑戦しています。

大規模災害やパンデミックなどの有事の際にも 
医薬品や日用品を継続してお届けできるよう 
万全の準備を整えています。

①   返品削減による廃棄物の発生を防止しています。
②  エシカル消費拡大のサポートをしています。

物流センターの省エネ化、低燃費車両の導入、医療機関との
物流最適化の取組みなどを通じてCO2削減に努めています。

パートナーシップ構築を掲げ、
さまざまな企業との協業を推進しています。

　私たちの流通で取り扱う商品はいずれも生命や健康を
支えるものばかりです。それゆえ平時・有事を問わず、
必要とされる医薬品などを確実にお届けするために事業
を続ける。これが私たちの使命であり、SDGsにつながる
ものだと認識しています。
　事業の基盤となるのは高機能物流センター「ALC」で
す。北海道から九州まで全国12か所に設置しており、建
屋の耐震・免震化だけでなく、自家発電装置、緊急配送
用バイクや自家給油設備などの災害対策を施していま
す。そのうえで、エリア間における物流の相互連携も進

めています。
　世の中の動きに連動して、私たちは物流を進化させて
います。さまざまな温度帯に対応した保管·配送システム
により、管理の難しい新型コロナウイルスワクチンや希少
疾病用医薬品の安定供給を実現しています。さらに、サ
プライチェーンの全体最適を見据えたソリューションを
創造しています。例えば、「個口スキャン検品」はお届け
する際の医薬品の検品時間を大幅に減らし、医療従事者
が本来業務に係る時間を創出しています。加えて接触機
会を減らせることでウイルス感染リスクの抑制にも結び
ついています。
　現在、配送の在り方に改革の焦点をあてています。医
療機関や調剤薬局ごとに、最適な医薬品の在庫量や配
送スケジュールを分析することで発注業務の効率化と配
送回数の適正化を図り、CO2排出量を削減する取組み
を、お得意様と一体となって進めています。
　高齢化が進む日本、自然災害の多い日本において、人々
の健やかな暮らしを流通で支えることで持続可能な社会
を築く。この大きな目標に向かって、当社グループの一人
ひとりが高い志を持ち、私たちに何ができるかを常に考
え、実現していく企業風土を育てていきたいと思います。　

「この国で、薬を届けるという使命。」を果たすために
～医療用医薬品等卸売事業におけるSDGs～

株式会社メディパルホールディングス
取締役副社長

長福 恭弘
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基本的な考え方

メディパルグループは、経営の透明性と健全性を確保しながら、企業価値を最大限に高めていく
ことを重視した取組みを行っています。また、当社は質の高い情報開示を適宜行うことこそがス
テークホルダーに対する責任を果たすことであり、経営の透明性と健全性の向上に資するもの
と考え、適時適切な情報開示に積極的に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス

■ ガバナンス体制の変遷／取組み強化の推移

■ コーポレート・ガバナンス体制図

連結子会社

選任・解任 選任・解任 選任・解任

会計監査監査監督

連携

連携

株主総会

取締役会 監査役会

グループ社長会

会計監査人（監査法人）

監査室

担当取締役

各部門
CSR委員会

代表取締役社長
（グループコンプライアンス管掌）

内部監査

指名・報酬委員会

コンプライアンス委員会

諮問
答申

監査

連携

指示 報告

連携

指示
報告

連携

指示
報告

報告

報告

独立社外取締役（人数と割合） 独立役員（人数と割合） 組織体制／制度など

2014年3月期
以前 （比率11.1％） （比率28.6％） ⃝役員退職慰労金制度廃止（2006年6月）

2015年3月期 （比率20.0％） （比率33.3％）

2016年3月期 （比率20.0％） （比率33.3％）

2017年3月期 （比率22.2％） （比率35.7％）

2018年3月期～
2019年3月期 （比率30.0％） （比率40.0％）

2020年3月期 （比率30.0％） （比率40.0％） ⃝ 第三者機関活用による取締役会の実効性評価開始（2020年2月）
⃝指名・報酬委員会設置（2020年3月）

2021年3月期 （比率36.4％） （比率43.8％） ⃝ 社長直轄組織としてコンプライアンス統括室を新設（2020年6月）
⃝ コンプライアンス委員会設置（2021年1月）

2022年3月期 （比率33.3％） （比率41.2％）

女性男性

活動報告

コンプライアンス
統括室
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　当社の取締役会は取締役12名（うち４名社外取締役）で
構成（男性10名・女性２名）し、経営方針や法令で定めら
れた事項、またその他経営に関する重要事項を検討および
決定するとともに、業務執行状況の監督機関として位置づ
け、監査役出席のもと原則毎月１回の定時取締役会と、必
要に応じて臨時取締役会を開催しています。
　なお、当社取締役には主要な連結子会社の代表取締役等
が就任しており、情報の共有を図っています。
　また、当社は経営の意思決定・監督の機能と、業務執行
の機能を明確に分離することを目的とした執行役員制度を
設けるとともに、当社グループのガバナンス体制の整備・向
上を図ることを目的として、主要な連結子会社の実務責任
者を当社の執行役員に任命し、定期的に情報交換、協議、

検討を行うことにより、より一層緊密な体制の構築と一体
感をもった運営に努めています。
　さらに、当社グループの経営活動の円滑な推進を目的と
し、諮問事項を検討する会議として、当社代表取締役、取
締役ならびに社長の指名する連結子会社の代表取締役等
をもって構成する「グループ社長会」を原則として毎月１回
開催し、当社グループの経営戦略の共有化と課題解決に向
けた審議・検討を行っています。また、2021年3月期の取締
役会開催状況は以下のとおりです。

 取締役会の役割と構成について

2021年3月期
取締役会開催状況

開催回数：
社外取締役出席率：
社外監査役出席率： 

13回
98%

100%

①取締役の選任方針
　当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値の向
上に資するため、コンプライアンスに誠実かつ率先垂範して
取り組み、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する
者を取締役として選任することを基本方針としています。

a）社内取締役
企業経営、ヘルスケア、M&A、ガバナンス、IT等に関す
る業務経歴、能力を有し、経営の意思決定および業務
執行の監督に携わる者として、当社グループの経営理念
の実現に相応しいリーダーシップ、中長期的視野を持つ
者の中から、人格、経験等も総合的に勘案し、候補者と
します。

b）社外取締役
企業経営、ヘルスケア、財務・会計、法務、国際等に関
する知見および豊富な経験を有する者の中から、人格、
他社役員の兼任状況等を総合的に勘案し、候補者とし
ます。なお、原則として、通算任期は、最長８年もしく
は12年（監査役の任期４年×２期もしくは３期）までとし、
現に４社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこ
とを要件とします。また、別に定める独立性の要件に該

当しない場合でも、高い見識、高度な倫理観を有する者
を社外取締役候補者とすることができるものとします。
ただし、この場合であっても、独立社外取締役の比率は
３分の１以上とします。

②取締役の選任手続き
　取締役候補者は、指名・報酬委員会（委員の過半数を社
外取締役とし、委員長は社外取締役が務めます）による審
議、答申を経て、取締役会で決議のうえ、株主総会に付議
することとします。代表取締役および役付取締役の選定に
ついても、指名・報酬委員会による審議、答申を経て、取締
役会で選定することとします。
③取締役の解任手続き
　取締役が法令または定款に違反する行為を行った場合、
または、職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していな
いと認められる場合には、指名・報酬委員会による公正か
つ厳格な審議を経たうえで、取締役会にて審議を行います。

 取締役の選任方針

社外取締役の割合  33.3%  （4／12名） 女性取締役の割合  16.7%  （2／12名）
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　当社は監査役制度を採用し、監査役5名（うち3名社外監
査役）を選任（男性4名・女性1名）しています。監査役は
上記の会議体に出席し、監査役会で決定した監査役監査基
準に基づき、取締役の業務執行の適法性・妥当性について
厳正な監査を行うとともに、監査法人と相互に意見交換を
図っています。なお、当社グループの監査役は相互に情報交

換を行い、連携を図っています。
　また、2021年3月期の監査役会開催状況は以下のとおり
です。

2021年3月期
監査役会開催状況

開催回数：
社外監査役出席率： 

13回
100％

 監査役会の役割と構成について

 指名・報酬委員会について

　取締役の指名・報酬等については、公正性・透明性・客
観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ること
を目的として、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・
報酬委員会」を設置しています。指名・報酬委員会は、取
締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役
会に対して答申を行います。

（1）指名に関する事項
① 取締役の選任・解任の方針
② 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
③ 代表取締役の選定・解職に関する事項
④ 役付取締役の選定・解職に関する事項
⑤ 後継者計画に関する事項

（2）報酬に関する事項
① 取締役の報酬等に関する方針
② 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
③ 取締役の個人別の報酬に関する事項

（3）  その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた
事項

　なお、指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選
定された３名以上の委員で構成し、委員の過半数を社外取
締役とし、委員長は社外取締役が務めます。

　2021年3月期は、全5回開催し、その活動状況は、次のと
おりです。
1.  指名に関する事項については、（1）2021年6月定時株主

総会の取締役候補者、（2）スキルマトリックスの開示な
どについて審議し、取締役会に答申しています。

2.  報酬に関する事項については、（1）取締役報酬の見直し
（株式報酬制度の導入の検討を含む）、（2）2021年6月
支給の役員賞与などについて審議し、取締役会に答申し
ています。

3.   今後は（1）取締役報酬の見直し（報酬総額、評価項目
および対象役員の見直し、株式報酬制度の導入ほか）に
ついて、幅広く議論していくほか、取締役会の実効性評
価においても課題に挙げられている、（2）取締役会の構成

（3）後継者の育成計画などについても、検討を重ねてい
きます。

　このほかに、取締役会の実効性のさらなる向上のため、
ガバナンスに関して、社外役員との議論の拡充を図ることを
目的として、中堅幹部と社外役員との懇談会の開催、ラン
チョン形式によるフリートークの設定などを試行してい 

ます。
■ 委員会の構成（2021年3月31日時点）

指名委員会

浅野 敏雄（委員長／社外取締役）
加々美 光子（社外取締役）
昌子 久仁子（社外取締役）
三村 浩一（社外取締役）
渡辺 秀一（代表取締役社長）
左近 祐史（常務取締役）

報酬委員会

浅野 敏雄（委員長／社外取締役）
加々美 光子（社外取締役）
昌子 久仁子（社外取締役）
三村 浩一（社外取締役）
依田 俊英（専務取締役）
左近 祐史（常務取締役）

社外監査役の割合  60.0%  （3／5名） 女性監査役の割合  20.0%  （1／5名）

活動報告
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 社外取締役／監査役のサポート体制

　社外取締役および社外監査役は、必要に応じて直接また
はメール・電話等により監査室、監査役および監査法人と
相互連携を図ることのできる体制を整えており、適宜連携
を図っています。また、社外取締役および社外監査役には、

取締役会での発言のほか、重要な案件については事前に説
明の機会を設けるなどして、忌憚のない意見を頂戴していま
す。さらに、子会社の現場をご覧いただく機会も定期的に
設けています。

■ 社外取締役の取締役会出席状況 ■ 社外監査役の監査役会出席状況
（2021年3月期）

名前 独立役員 出席状況

加々美 光子 〇 100%（13回／13回）

浅野 敏雄 〇 92%（12回／13回）

昌子 久仁子 〇 100%（13回／13回）

三村 浩一 〇 100%（10回／10回）※

※2020年6月25日の就任以降の開催数

（2021年3月期）

名前 独立役員 出席状況

北川 哲雄 〇 100%（13回／13回）

豊田 友康 〇 100%（13回／13回）

佐貫 葉子 〇 100%（13回／13回）

 独立役員の独立性基準

　当社は、指名・報酬委員会の答申を経て、社外役員の独
立性判断の合理性を確保することを主眼として、より具体
的かつ定量的な基準を制定し、社外取締役および社外監査
役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しない場合
には、独立性を有しているものと判断しています。
①  当社および当社の関係会社（以下、併せて「当社グルー
プ」という）の業務執行者※1

② 当社グループの主要な借入先※2またはその業務執行者
③ 当社グループの主要な取引先※3またはその業務執行者
④ 当社の大株主※4またはその業務執行者
⑤ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥  当社グループから役員報酬以外に多額※5の金銭その他の

財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律
専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体で
ある場合には、当該団体に所属する者）

⑦  当社グループから多額の寄付を受けている者（当該寄付
を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、
当該団体に所属する者）

⑧  当社グループから取締役を受け入れている会社またはそ
の親会社もしくは子会社の業務執行者

⑨ 上記②から⑧に、過去５年間において該当していた者
⑩  上記②から⑧に該当する者（重要な地位にある者※6に限
る）の近親者等※7

※1  業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および
使用人をいう。

※2  主要な借入先とは、当社グループの借入金残高が連結総資産の2％以上に相当する金
融機関をいう。

※3  主要な取引先とは、当社との年間取引金額が連結売上高の2％以上に相当する取引先
をいう。

※4  大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※5  多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合

等の団体の場合は、当該団体の年間総収入金額の2％以上の額をいう。
※6  重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、部長格以

上の業務執行者またはこれらに準じる者をいう。
※7  近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
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活動報告

　当社では、取締役会が適切に機能しているかを定期的に検証し、その結果を踏まえ、課題の改善や強みの深耕等の適切な
措置を講じていくというプロセスの継続により、機能向上を図ることを目的として、取締役会の実効性について分析・評価を
行っています。

 取締役会の実効性評価

分析・評価結果の概要 2020年度の取組み

分析・評価結果の概要 今後の課題

当社取締役会は、以下の事項について取り組むことで
取締役会の実効性をさらに高めていきます。

（1） 取締役の報酬制度の見直し

（2） 取締役会の構成、社内取締役と社外取締役の比率
 の見直し

（3） 取締役・監査役と内部監査部門との連携

※1 2020年3月度の取締役会
※2 2021年5月度の取締役会

分析・評価の
プロセス

前回※1

抽出された
課題と取組み

今回※2

抽出された
課題

（１）社外取締役の増員
（２）取締役会の付議基準の見直し
（３）取締役・監査役のトレーニングの充実

（1）

さらなる機能向上を図るため、以下の事項に取り組みました。

2020年6月の株主総会で社外取締役を1名増員

取締役会における戦略的な議論を充実させるため、
付議基準の見直しを実施

（3）
必要な知識の習得および役割と責務の理解のために
外部セミナー、外部団体への加入等を推奨

分析の結果、総じて高評価となっており、取締役
会の実効性が確保できていると評価しました。
とりわけ、取締役会での自由闊達で建設的な議
論や意見交換、外部環境の変化に応じた議論
などについては、他社平均よりも高くなっていま
す。一方、今後さらなる機能向上を図るために必
要な取り組むべき課題も認識しました。

分析の結果、総じて高評価となっており、取締役
会の実効性が確保できていると評価しました。一
方、今後さらなる機能向上を図るために必要な
取り組むべき課題も認識しました。

（2）

当社取締役会は、第三者機関の協力を得て、各取締役・監査役へ質問票を作成し、その回答結果の分析・評価を
行いました。また、第三者機関からの報告に基づき、取締役会で評価結果および今後の対応を確認しました。
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 株主・投資家との責任のある対話

株主総会
　株主に十分な議決権行使の判断時間を提供するため、
2021年6月25日開催の定時株主総会においては、法定期日
よりも早く6月1日に招集通知の発送を行いました。また、こ
れに先立ち、当社のホームページにおいて、2021年5月26日
に招集通知を早期開示しました。さらに、議決権行使を迅

速かつ活発にするため、インターネット・携帯電話による電
磁的な議決権行使を2002年6月開催の株主総会より実施し
ています。2006年より（株）ICJが運営する機関投資家向
け議決権行使プラットフォームにも参加し、直接機関投資
家より電磁的な方法による議決権行使が可能となる環境を
整えています。その他当社のホームページに招集通知、決

 政策保有株式の考え方

　当社グループは、医薬品、化粧品、日用品などの卸売事
業における商品の安定供給には、サプライチェーンを構成
するさまざまな企業との協力関係が必要と考えています。そ
のため、事業戦略、取引先との関係を総合的に勘案し、中
長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に、政策保
有株式として保有しています。

　保有の合理性については、個別銘柄ごとに、当社グルー
プ事業の円滑な取引関係維持や業務提携関係の強化を通
じた中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを検証
し、保有の適否を毎年取締役会で判断します。
　2021年3月期は政策保有株式7銘柄・131億円を売却し
た結果、保有銘柄は68銘柄となりました。

 役員報酬

　当社の取締役の報酬等の総額は、株主総会の決議により
定めています。取締役の報酬は、基本報酬と短期インセン
ティブとしての賞与により構成しています。基本報酬は、取
締役会において決定した内規に基づき、役位に応じて支給
しています。また、賞与については、業務執行取締役に対し
て業績を意識した経営を行うよう動機づけるため、各事業
年度の業績（連結営業利益）に応じて、取締役会において
支給総額を決定し、これを役位別の基準に基づき配分して

います。なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の
観点から、基本報酬のみとしています。
　報酬の種類別の支給割合は、役位によって若干異なります
が、賞与の割合が概ね25％となることを基本としています。
　監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報
酬のみとしています。基本報酬は、常勤・非常勤の別によ
り支給しています。

（2021年3月期）

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる 

役員の員数（名）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 左記のうち、 
非金銭報酬等

取締役 
（社外取締役を除く） 251 185 66 ー ー 7

監査役 
（社外監査役を除く） 46 46 ー ー ー 2

社外取締役 51 51 ー ー ー 4

社外監査役 32 32 ー ー ー 3

（注）報酬等の総額が１億円以上である役員はいません。
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 グループガバナンス

コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる
特別な事情
　当社子会社のうち、（株）PALTAC（以下「PALTAC」）
は東京証券取引所に上場している子会社です。PALTACは、

「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」を行っており、
当社グループの他の子会社が主に行っている「医療用医薬
品等卸売事業」との相乗効果を生むために連携をとってい
ます。当社は「医療と健康、美」を事業フィールドとして、
PALTACとともに、将来の成長戦略を模索していきたいと
考えています。
　昨今では、顧客であるドラッグストアの調剤事業が拡大し
ており、「化粧品・日用品、一般用医薬品」を取り扱う
PALTACと「医療用医薬品」を取り扱う（株）メディセオな
どの事業会社が連携することで、トータルでユーザーニーズ
に応えられるようになり、シナジー効果が高まっていると考
えています。
　当社グループが持続的成長を果たすためにも、PALTAC
の保有意義は大きいと考えており、両事業の知見を活かし
てサプライチェーンの最適化を進め、人々の生活に欠かせな
い品物の流通を一手に担う卸売事業者として、事業フィー

ルドを拡大していきたいと考えています。
　当社としては、PALTACの独立性を確保し、独自の資金
調達、迅速な意思決定のもと積極的に事業展開を図ること
で企業価値を向上させることがグループ経営の観点からも
望ましいと考えており、PALTACの事業戦略、人事政策等
につきましては、PALTACが独立して主体的に検討のうえ、
決定しています。
　また、PALTACでは、少数株主保護および独立した意思
決定の確保のため、独立社外取締役比率は３分の１以上と
なっており、独立社外取締役には当社出身者を選任してい
ません。
　当社では、PALTAC株式の過半数を保有し、連結子会社
としての位置づけを維持し続けることが、両社の企業価値
向上に資すると考えており、今後も議決権比率に応じて適
切なガバナンスを確保していきます。他方、従来どおり、
PALTACの独立性を保ちつつ、経営の自由度を確保すると
いう考えには、何ら変わりはなく、今後も、PALTACの意向
を尊重しながら、両社で共存共栄の関係を続けていきたい
と考えています。

活動報告

議内容の掲載を行うなど、株主総会の活性化および議決権
行使の円滑化に関する施策を実施しています。2021年6月
25日に開催した株主総会では、議決権行使された株主数は
3,611名（うち書面とインターネットを通じて議決権行使さ
れた株主数3,566名）となり、議決権行使率は84.8%とな
りました。

機関投資家との対話
　機関投資家との対話については、証券アナリスト・機関投
資家向け決算説明会の開催をはじめ、社長やIR担当役員によ
るトップミーティング、随時開催される証券会社主催のカン
ファレンスへの参加など、積極的な活動を行っています。投
資家からいただいたご意見は、経営陣や関係部署へ随時報
告を行い、当社グループの経営戦略やガバナンスの開示など
に活かしています。
　2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
観点から海外IRを自粛し、また、決算説明会とすべてのIR個
別取材はオンラインや電話で実施しました。

　2021年3月期に実施した機関投資家向けIRイベントは以
下のとおりです。

IRイベント 実施時期 説明者

決算説明会 2020年5月、8月、11月
（年3回） 社長、IR担当役員

　2021年3月期に実施した機関投資家とのIR個別取材は
以下のとおりです。

年間取材社数 51社（国内： 35社 / 海外： 16社）
 ※数値は延べ社数

個人投資家との対話
　個人投資家との対話については、毎年、企業説明会を全
国主要都市で開催し、企業認知度の向上とブランドの確立
をめざしています。また、当社の株主には、「株主通信」を
年2回（6月、12月）お送りし、当社の企業理念・事業戦略
についての理解促進に努めています。
　2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
の観点から、企業説明会の開催を自粛しました。
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取締役会においては活発な議論を展開
　社外役員としての経験は、24年前のクラヤ薬品（株）の社
外監査役が初めてでした。その後、2003年から4年間、2度
目の社外監査役（（株）クラヤ三星堂）に就任し、2019年6
月より当社の社外監査役を務めています。当社の取締役会
は以前からリーダーシップのある経営トップのもとで、社内
役員・社外役員にかかわらずオープンで活発な議論が行わ
れています。コーポレートガバナンス・コードでは、経営の

「監督と執行の分離」が大きなテーマとなっていますが、こ
れは当社に限らず、日本企業においては共通の課題である
と認識しています。現状、戦略などについて社内役員と社外
役員で議論し合って最適解を見出すということがしばしば
行われており、当社にとって適切なガバナンスの在り方では
ないかと思っています。ただ不断に検証していく必要はある
と思います。
　また、サポート体制については、関係部署と適時、メール・
電話等で情報交換を行っているほか、取締役会に向けて開
催される事前説明会は、大変有意義な場となっています。
同会は、ミニ取締役会の体で、社外役員の方々と執行部門
が、取締役会とは違った雰囲気でざっくばらんに意見交換
ができることから、多面的に事案を分析・検討することが
できます。現在、定期開催ではありませんが、社外役員のス
ケジュール面を過度におもんぱからず、常時開催されること
が望ましいと考えています。

グループ全体のガバナンスの現状と課題
　当社グループは、医療用医薬品等卸売事業を中核に、

（株）PALTACによる化粧品・日用品、一般用医薬品卸売
事業およびMPアグロ（株）およびメディパルフーズ（株）に
よる動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業と、多角的
に展開しています。グループガバナンスの観点からは、（株）
PALTACといわゆる親子上場していることについて十分説

明を受けており、業態的にも異なることから、シナジー効果
を追求しながら一定の自由度をもって経営していくことが適
切であると捉えています。一方、リスク管理やコンプライア
ンスについては、経営の独立性を損ねない範囲で、ホール
ディングカンパニーである当社が、連結子会社の管理機能を
統括していくことで、グループ経営の効率性につながる面が
あると考えます。
　当社グループのコンプライアンス意識は、一般的には比
較的高いものであると感じていました。今般の（株）メディ
セオの独占禁止法違反の疑いについては、渡辺社長が先頭
をきってこれまでの慣行から脱却するという強い意志を示
し、行動したことは非常に有意義であり、全役職員にコンプ
ライアンス意識を徹底することができたといえます。これを
機に、法令遵守のもと、適正な競争により、一層の躍進を
図ることが期待されます。
　また、新たに改訂されたガバナンス・コードでは、「中核
人材における多様性の確保」が求められています。執行役
員や部長クラスでの女性の登用などについての考え方と測
定可能な目標を設定しなければなりません。そのためには、
幹部候補の育成を組織的・戦略的に推進できる仕組みの
整備が必要であると考えています。

「未来への変革」を遂げるための転換点
　「OROSHI＝卸」という業態は、さまざまな制約の中で利
益を上げるという難しさをはらんでいます。当社を取り巻く
企業環境は目まぐるしく変化し、今、転換点を迎えているの
ではないかと思います。新規事業については、経営計画を
超えて進展していますが、戦略的投資案件も増えてくると予
想されます。今後は、新規事業・IT部門を含め、中長期の
投資戦略、財務戦略等について意見交換を行うことが必要
であると感じています。

社外監査役インタビュー

取締役会および幹部社員の多様性を進め
ガバナンス体制の一層の強化を図る

株式会社メディパルホールディングス
社外監査役
佐貫 葉子

経歴／弁護士として在籍していた法律事務所が大手製薬会社の顧問事務所であった関
係で、クラヤ薬品（株）の社外監査役に就任する。以降、複数の企業の社外取締役、社外
監査役を歴任。弁護士実務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知
識等を活かし、当社の監査を行う。

（2021年6月末時点での通算在任年数は9年半）
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取締役

1979年 クラヤ薬品株式会社（現・当社）入社
1990年 同社取締役
1994年 同社常務取締役
2000年 株式会社クラヤ三星堂（現・当社）取締役
2004年  クラヤ三星堂分割準備株式会社 

（現・株式会社メディセオ）代表取締役社長
2007年  株式会社メディセオ・パルタックホールディングス 

（現・当社）常務取締役
2008年 同社専務取締役
2011年 当社代表取締役副社長
2012年  当社代表取締役社長（現任） 

株式会社メディセオ代表取締役会長（現任）
2020年 当社グループコンプライアンス管掌（現任）

代表取締役社長

渡辺 秀一
グループコンプライアンス管掌

1977年 株式会社三星堂（現・当社）入社
2004年 株式会社クラヤ三星堂（現・当社）執行役員
2007年  株式会社メディセオ・パルタックホールディングス 

（現・当社）取締役
2009年 株式会社メディセオ取締役
2010年 同社常務取締役
2012年  同社代表取締役社長（現任） 

当社医薬事業担当（現任）
2016年 当社専務取締役
2019年 当社取締役副社長（現任）

取締役副社長

長福 恭弘
医薬事業担当

選任理由
代表取締役社長としてメディパルグループの経営をリードするとともに、取締役会の議長と
して取締役会を適切に運営し、取締役の業務執行を適切に監督しています。2012年4月に
当社の代表取締役社長に就任以来、既存事業の革新と新規事業の創造をさらに強く推し進
めています。今後も、2019年5月に策定した「2022メディパル中期ビジョン」のもと、収益基
盤のさらなる拡大並びに持続的な成長の実現と、経営トップ自らが「グループコンプライアン
ス管掌」として、率先してコンプライアンス経営を推進していくうえで、当社グループの企業
価値向上に資する取締役として適任であると判断しました。

選任理由
メディパルグループの中核事業である医薬事業に関する深い知見を有し、子会社の株式会
社メディセオの代表取締役社長として業務執行に携わり、当社グループの業績向上に取り
組んでいます。同氏は、子会社の株式会社メディセオの代表取締役社長として、2019年11
月に公正取引委員会の立入り検査を受けたことを重く受け止め、率先してコンプライアンス
経営の推進に取り組んでいます。今後も、一層コンプライアンスの徹底に取り組み、社会か
ら信頼される企業としての確固たる体制を構築していくうえで、当社グループの企業価値向
上に資する取締役として適任であると判断しました。

1985年 日本勧業角丸証券株式会社入社
1989年 UBS証券会社入社
1996年 INGベアリング証券会社入社
2000年 リーマン・ブラザーズ証券会社入社
2008年  バークレイズ・キャピタル証券株式会社入社 

同社マネージングディレクター
2010年 当社取締役
2012年  当社常務取締役 

当社IR担当 兼 事業開発本部長（現任）
2016年  SPLine株式会社取締役 

メディエ株式会社取締役 
株式会社メディセオ取締役（現任）

2018年  JCR USA, Inc.取締役（現任） 
当社専務取締役（現任） 
JCRファーマ株式会社社外取締役（現任）

2020年 当社事業開発本部事業投資部長（現任）
2021年 株式会社ファルフィールド取締役（現任）

専務取締役

依田 俊英
IR担当 兼 事業開発本部長 兼  
事業開発本部事業投資部長

1977年 株式会社三星堂（現・当社）入社
2008年  株式会社クラヤ三星堂（現・株式会社メディセオ） 

執行役員
2012年  当社執行役員 

当社取締役 
当社CSR委員会委員長（現任）

2013年 当社管理本部長（現任）
2016年 株式会社アステック取締役（現任）
2017年 株式会社MMコーポレーション取締役（現任）
2018年  当社管理本部経営企画･広報部長 

当社常務取締役（現任）
2020年 薬樹HD株式会社取締役（現任）常務取締役

左近 祐史
管理本部長 兼 CSR委員会委員長

選任理由
金融業界における医薬品セクターのアナリストとして培った知見を最大限に発揮して、 
メディパルグループの新規事業の創造を牽引し、着実にその成果を上げています。今後も、
既存の枠組みにとらわれない新たなビジネスモデルを構築していくうえで、当社グループの
企業価値向上に資する取締役として適任であると判断しました。

選任理由
メディパルグループの業務に精通しており、経営に関する見識と幅広い経験を活かして、管
理本部長として、当社グループのガバナンスの確保に努めています。今後も、ESG・SDGsへ
の取組みなどを通じて、持続可能な経済社会の実現に貢献していくうえで、当社グループの
企業価値向上に資する取締役として適任であると判断しました。

1987年  王水堂薬品株式会社 
（現・株式会社エバルス）入社

1990年 同社取締役
1991年  オーク薬品株式会社（現・株式会社エバルス） 

取締役
1997年 株式会社エバルス取締役
2004年  株式会社メディセオホールディングス（現・当社） 

取締役（現任）
2009年 株式会社エバルス取締役
2011年 同社代表取締役社長（現任）
2012年 当社渉外担当
2019年 当社事業企画担当（現任）取締役

長谷川 卓郎
事業企画担当

2008年 株式会社アトル入社
2009年 同社取締役
2013年  同社代表取締役社長（現任） 

当社取締役（現任）
2016年 当社IT事業担当
2018年  当社システム担当 

当社システム本部長（現任）

取締役

渡辺 紳二郎
システム本部長

選任理由
事業企画担当として、メディパルグループの事業成長戦略を推進するとともに、子会社の株
式会社エバルスの代表取締役社長として業務執行に携わり、当社グループの業績向上に取
り組んでいます。今後も、事業企画を推進していくうえで、当社グループの企業価値向上に
資する取締役として適任であると判断しました。

選任理由
システム本部長として、メディパルグループのシステムを統括するとともに、子会社の株式会
社アトルの代表取締役社長として業務執行に携わり、当社グループの業績向上に取り組ん
でいます。今後も、デジタルヘルスケア分野における新たな価値を提供していくうえで、当社
グループの企業価値向上に資する取締役として適任であると判断しました。

役員一覧  （2021年7月1日現在）

活動報告
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1985年 株式会社パルタック（現・株式会社PALTAC）入社
2011年 同社執行役員横浜支社長
2013年 同社常務執行役員横浜支社長
2014年 同社取締役常務執行役員横浜支社長
2016年 同社常務執行役員営業本部長
2017年 同社取締役専務執行役員営業本部長
2018年  同社取締役副社長執行役員営業統括本部長 

同社代表取締役社長 兼 COO営業統括本部長
2019年  同社代表取締役社長 兼 COO（現任） 

当社取締役（現任）

取締役

糟谷  誠一

1985年 東京地方裁判所判事補
1988年 秋田地方・家庭裁判所判事補
1991年 横浜地方裁判所判事補
1995年 弁護士登録
1998年 慶應義塾大学法学部非常勤講師
2000年 桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
2004年 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
2007年 同大学大学院法務研究科非常勤講師
2014年 当社社外取締役（現任）
2015年  相鉄ホールディングス株式会社 

社外取締役（現任）
社外取締役

加々美 光子

選任理由
メディパルグループの主要事業である化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業における豊
富な経験を有し、子会社の株式会社PALTACの代表取締役社長として業務執行に携わり、
当社グループの業績向上に取り組んでいます。今後も、同社が中期経営計画を着実に展開
していくことで、当社グループの企業価値向上に資する取締役として適任であると判断しま 
した。

選任理由
弁護士業務を通じて培われた豊富な経験および企業法務の専門的な知識をもとに、当社
の取締役会において、幅広い見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいています。ま
た、2019年11月に、当社連結対象の完全子会社である株式会社メディセオが、独占禁止法
違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入り検査を受けた以降は、社外取締役と
して、コンプライアンスの徹底に向けて有益なご意見、適切なご助言をいただくなど、その
職責を十分に果たしています。さらに、指名・報酬委員会の委員として、コーポレート・ガバ
ナンスの充実のために有益なご意見、適切なご助言をいただいています。なお、同氏は、過
去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記
の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しました。

1975年 旭化成株式会社入社
2003年 旭化成ファーマ株式会社執行役員
2008年 同社取締役 兼 常務執行役員
2010年 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員
2011年 旭化成株式会社執行役員
2014年 同社社長執行役員 
 同社代表取締役社長
2016年  同社取締役 

同社常任相談役（現任） 
当社顧問

2017年 当社社外取締役（現任）
2019年  株式会社ダイセル社外取締役（現任） 

東京センチュリー株式会社社外取締役（現任）
社外取締役

浅野 敏雄

1977年 持田製薬株式会社入社
1986年 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
2002年 テルモ株式会社入社
2004年 同社執行役員
2007年 同社上席執行役員
2010年 同社取締役上席執行役員
2017年  同社取締役顧問 

同社顧問
2018年  当社社外取締役（現任） 

株式会社ニチレイ社外取締役（現任）
2019年  DIC株式会社社外取締役（現任） 

神奈川県立保健福祉大学大学院 
ヘルスイノベーション研究科教授（現任）

社外取締役

昌子 久仁子

選任理由
旭化成ファーマ株式会社および旭化成株式会社の代表取締役社長等を歴任され、会社の
経営に関与された豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の取締役会において、客観的・専
門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいています。また、2019年11月に、当
社連結対象の完全子会社である株式会社メディセオが、独占禁止法違反の疑いがあるとし
て、公正取引委員会による立入り検査を受けた以降は、社外取締役として、コンプライアン
スの徹底に向けた実効性のある取組みを行うよう提言するなど、主導的な役割を果たして
おり、その職責を十分に果たしています。さらに、指名・報酬委員会の委員長として、コーポ
レート・ガバナンスの充実のためにご尽力をいただいています。上記の理由により、社外取
締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しました。

選任理由
テルモ株式会社の取締役等を歴任されるとともに、同社の薬事部門や臨床開発部門の責任
者を担ってこられ、かかる豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の取締役会において、客
観的、専門的見地から有益なご意見、適切なご助言をいただいています。また、2019年11
月に、当社連結対象の完全子会社である株式会社メディセオが、独占禁止法違反の疑いがあ
るとして、公正取引委員会による立入り検査を受けた以降は、社外取締役として、コンプライ
アンスの徹底に向けて有益なご意見、適切なご助言をいただくなど、その職責を十分に果た
しています。さらに、指名・報酬委員会の委員として、コーポレート・ガバナンスの充実のため
に有益なご意見、適切なご助言をいただいています。上記の理由により、社外取締役として、
その職務を適切に遂行できるものと判断しました。

1981年  株式会社第一勧業銀行 
（現・株式会社みずほ銀行）入行

2004年  みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部 
副本部長チーフエコノミスト

2009年 同社常務執行役員調査本部副本部長
2010年  同社常務執行役員企画管理本部長 

武蔵野音楽大学講師
2017年 みずほ総合研究所株式会社 
 専務執行役員企画管理本部長
2019年  中央不動産株式会社 

（現・中央日本土地建物株式会社）顧問（現任） 
森永製菓株式会社社外監査役（現任）

2021年 当社社外取締役（現任）社外取締役

岩本 洋

1987年  住友スリーエム株式会社 
（現・スリーエム ジャパン株式会社）入社

2006年 スリーエム インドネシア代表取締役社長
2009年  住友スリーエム株式会社 

（現・スリーエム ジャパン株式会社） 
執行役員／取締役　工業用マーケット担当

2010年 同社取締役工業用および自動車マーケット担当
2012年  同社代表取締役社長 

スリーエムヘルスケア株式会社代表取締役社長
2014年 スリーエム ジャパン株式会社代表取締役社長
2016年  3M 本社, Vice President, Electronics  

Assembly Solutions
2018年  3MAsia Pacific, Transportation and  

Electronics Business担当 
Business Director

2020年 当社社外取締役
2021年 当社取締役（現任）

取締役

三村 浩一

選任理由
スリーエム インドネシア代表取締役社長、スリーエム ジャパン株式会社の代表取締役社長
等を歴任され、また、スリーエム米国本社のグローバルエレクトロニクス事業のビジネス担
当役員を務められました。同氏は、本年6月まで社外取締役として、グローバルな経営に関
与された豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただいていましたが、メ
ディパルグループの収益基盤のさらなる拡大と持続的な成長のために、取締役として、かか
る経験と見識を最大限に発揮して業務執行にあたっていただくことが適切であると判断しま
した。

選任理由
金融業界にて培った財務業務、人事業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富な
マネジメント経験を有しています。かかる豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般にご
助言をいただき、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役として適任であると判
断しました。

取締役
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監査役

常勤監査役

平澤 利夫
（株）メディセオ 監査役
（株）エバルス 監査役

社外監査役

豊田 友康
（株）ケイ・エフ・プランニング顧問
ノーベルファーマ（株）監査役

社外監査役

佐貫 葉子
NS綜合法律事務所所長

社外監査役

北川 哲雄
青山学院大学名誉教授
東京都立大学 経営学研究科 
特任教授
三菱UFJ信託銀行（株） 
社外取締役（監査等委員）

常勤監査役

神田 茂
（株）メディセオ 監査役
MPアグロ（株）監査役
メディパルフーズ（株）監査役

執行役員

スキルマトリックス

上席執行役員

川原 正範
（株）オーファンパシフィック
代表取締役副社長

主席執行役員

鎗水 博司
管理本部 経営企画部長  

（株）アトル 取締役

上席執行役員

山﨑 邦衛
コンプライアンス統括室長 

橋田 一夫
管理本部 財務経理部長

執行役員

内匠屋 篤　
ＳＰＬｉｎｅ（株）  代表取締役社長

執行役員

山崎 照弘
事業開発本部 担当部長 
ＳＰＬｉｎｅ（株） 監査役 

（株）ファルフィールド 監査役
メディエ（株）取締役

執行役員

一柳 𠮷𠮷孝
（株）アステック 代表取締役社長 
メディエ（株） 監査役

執行役員

平賀 久夫
管理本部 総務部長

執行役員

執行役員

京極 光弘
管理本部 副本部長 

（（株）メディセオ担当） 
（株）メディセオ 常務取締役 
（株）アトル 取締役

筒井 久
管理本部 副本部長 

（（株）アトル担当）  
（株）アトル 取締役

執行役員

松井 文一
管理本部 秘書室長

執行役員

柏木 整
システム本部 副本部長  
ＳＰＬｉｎｅ（株）取締役

執行役員

北原 禎二　
事業開発本部 事業開発部 副部長

執行役員

執行役員

柳井 宣人
管理本部 副本部長  

（（株）エバルス担当）  
（株）エバルス 取締役

活動報告

役位 氏名
専門性・経験

経営経験 営業
マーケティング

医学・薬学
公益

財務・会計
金融・M＆A

法務
ガバナンス

IT
DX

人事・労務
人材開発 グローバル サステナ

ビリティ

代表取締役社長 渡辺 秀一 ● ●
取締役副社長 長福 恭弘 ● ●
専務取締役 依田 俊英 ● ● ●
常務取締役 左近 祐史 ● ● ● ●

取締役

長谷川 卓郎 ● ●
渡辺 紳二郎 ● ●
三村 浩一 ● ● ●
糟谷 誠一 ● ●

社外取締役

加々美 光子 ● ●
浅野 敏雄 ● ●
昌子 久仁子 ● ● ● ●
岩本 洋 ● ●

常勤監査役
平澤 利夫 ●
神田 茂 ●

社外監査役
北川 哲雄 ● ● ● ● ●
豊田 友康 ● ●
佐貫 葉子 ● ●
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基本的な考え方

メディパルグループは、リスク管理体制について、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュ
アルの作成等を行い、その周知徹底を図っています。なお、反社会的勢力による経営活動への
関与については、危機管理担当役員のもと、対応する部門を定め、一元的に管理することにより
防止を徹底しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への
対応としては、各部門において内部統制の維持・整備機能を担い、さらに、そのモニタリングを
実施するための権限を有した監査室を設け、グループ会社の内部監査部門との連携により、損
失の危険を早期に発見することに努めています。

リスク管理

■ 体制図

（株）メディパルホールディングス

メディパルグループ各社
危機管理窓口責任者

現場責任者

報告すべき項目

• コンプライアンスに関わるリスク
法令違反
情報流出
内部不正　など

• 自然災害に関わるリスク
• その他のリスク（業務活動に重大な影響のある事象）

医療保険制度について

　当社グループが主たる事業とする医療用医薬品等卸売業
界は、わが国の社会保障制度や医療政策と密接に関連して
います。わが国では、人口構造の変化による社会保障給付
費の増大などの環境変化に伴い、医療制度改革が進められ
ています。今後、予測できない大幅な制度変更が行われ、
当社グループの事業構造に関わるような事態が発生した場
合には、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があり
ます。

薬価制度＊について 

　当社グループの主要取扱商品である医療用医薬品は、薬
価基準に収載されており、薬価基準は保険医療で使用でき
る医薬品の範囲と使用した医薬品の請求価格を定めたもの
です。したがって、薬価基準は実質的に販売価格の上限とし
て機能しています。医療費抑制策の一環として、薬価基準
で定められた価格（薬価）は市場実勢価格の調査結果に基
づいて定期的に改定が行われています。

 事業等のリスク

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事
項は2021年３月期現在において当社グループが判断したものです。

リスクが現実化し、重大な影響が予測される場合は、あらかじめ任命された危機管理担当役員が主体的役割を担うこととしてい 
ます。

連
携報

告

報
告

＊用語説明は、P.73の用語集をご参照ください。
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　・ 2019年10月消費税増税に伴う薬価改定率（薬剤費ベー
ス）：▲2.40％

　・2020年度薬価改定率（薬剤費ベース）：▲4.38％
　・2021年度薬価改定率（薬剤費ベース） ：未公表
　現行は原則として2年に1度実施されている薬価改定が、
2021年度から毎年改定に移行した場合には、医薬品の仕
入価格、販売価格への影響は避けられず、医療用医薬品等
卸売事業の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があ
ります。

特有の法的規制等に係るものについて 

　当社グループは、各種の医薬品およびその関連商品を取
り扱っており、主に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）」
の規定により、各事業所が所轄の都道府県知事より必要な
許可、登録、指定および免許を受け、あるいは監督官公庁
に届出の後、販売活動を行っています。このため、監督官公
庁等の許認可の状況により、医療用医薬品等卸売事業の業
績に影響を及ぼす可能性があります。また、将来的に規制
緩和等によって、異業種の事業者が当社グループの事業領
域に参入した場合には、当社グループのビジネスモデルや
従来から有する強みを維持または拡大することが困難とな
り、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

医療機関等との取引慣行について 

　当社グループの主要取扱商品である医療用医薬品は、納
入停滞が許されない生命関連商品であることから、取引価
格が未決定のまま医療機関等に納入し、納入後に価格交渉
を行うという特有の取引慣行が存在しています。かかる取引
慣行を改善するために、2018年４月に流通改善ガイドライ
ンの運用が開始されましたが、交渉が難航した場合には、
過去の実績等を勘案し、合理的に判断した見積価格により
売上計上しています。このため、決定した取引価格と見積価
格との差異が生じた場合には、医療用医薬品等卸売事業の
業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。な
お、2021年３月期における医療用医薬品の売上高2.1兆円
のうち、取引価格の決定比率（金額ベース）は99.9％となっ

ており、期末には取引価格がほぼ確定する傾向となっていま
す（過去３年間の取引価格の決定比率 2018年３月期：
99.9％、2019年３月期：96.6％、2020年3月期：99.7%）。

製薬企業等との取引慣行について 

　当社グループの主要取扱商品である医療用医薬品の仕入
先である製薬企業等との間には、実質的な仕入価格の引き
下げ効果のある「割戻金（リベート）」や「報奨金（アローア
ンス）」などの取引慣行が存在しています（2021年3月期の
医療用医薬品等卸売事業における報奨金（アローアンス）
の未精算額196億75百万円）。製薬企業等とは良好な取引
関係を継続していますが、製薬企業等の営業戦略に大幅な
変更が生じ、かかる取引慣行に変化が生じた場合には、医
療用医薬品等卸売事業の業績および財務状況に影響を及
ぼす可能性があります。

競争環境の変化について 

　当社グループが主たる事業とする化粧品・日用品、一般
用医薬品卸売業界において、業種・業態を超えた競争の激
化やM&Aによる規模拡大が続いています。このため、化粧
品・日用品、一般用医薬品卸売事業では取引先のニーズを
捉え、環境の変化に即座に対応できる組織を構築していま
す。しかしながら、今後さらなる競争の激化や取引先の企業
再編等により取引先の政策や取引条件が大幅に変更された
場合には、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があ
ります。

システムトラブルについて 

　当社グループでは、「医療と健康、美」の流通を安定的に
支える社会インフラとして、サプライチェーンを効率化、高
度化するために、IT化を積極的に推し進めています。当社グ
ループの事業運営は、コンピュータネットワークシステムに
依拠していることから、基幹システムのサーバ・ネットワー
クの二重化やサーバ設置建屋の免震・防災・停電対策、お
よびデータバックアップ環境の設置などのほか、ウイルス対
策、不正アクセス対策、モバイルパソコンのデータ暗号化な

活動報告
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どのセキュリティ対策を講じていますが、万が一、システム
が機能停止した場合には、販売・物流に大きな支障が生じ、
業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

情報の漏洩について 

　当社グループが保有する顧客情報や機密情報等の情報資
産の保護については、情報セキュリティポリシーに基づき、
外部に漏洩しないよう管理体制の整備に努めるとともに、
全従業員を対象に年２回の情報セキュリティ研修を実施し
ていますが、不測の事態により、これらの情報が漏洩した場
合には、社会的信頼の低下による売上高の減少や対策費用
の増加等により、業績および財務状況に影響を及ぼす可能
性があります。

災害、交通事故について 

　当社グループでは、医薬品、日用品など、健やかな生活に
欠かせない商品の流通を担っており、必要な商品を、必要
な時に、必要な量だけ確実にお届けするために、さまざまな
対策を施しています。
　①災害について

当社グループは、地震・台風等の自然災害や新型イン
フルエンザの流行などに備え、危機管理体制や有事の
際すぐに供給活動を行うためのBCP（事業継続計画）
を策定していますが、万が一、大規模災害が発生した
場合には、事業が停止し、販売機会損失による売上高
の減少または復旧費用の増加等により、業績および財
務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　②交通事故について
当社グループでは、お得意先への営業や商品の配送に
多くの車両を用いています。当社グループ全体の車両
台数は約8,100台となっており、環境負荷の低い車両
の導入を進めるとともに、交通事故を防ぐために、ドラ
イブレコーダーの設置や自動ブレーキを装備した車両
の導入などを進めています。また、安全運転月間を定め
たり、警察の指導による講習会を開催するなど、交通
事故防止の啓発活動に積極的に取り組んでいますが、
万が一、重大な交通事故を発生させてしまった場合に

は、社会的信用が低下し、業績および財務状況に影響
を及ぼす可能性があります。

労働力の確保について 

　当社グループが取り扱う医薬品や日用品などを安定的に
流通させるためには、質の高い人材の確保、適正な要員配
置が必要不可欠です。昨今は、人口減少、少子高齢化など
によって、流通分野における労働力の確保は厳しさを増して
きています。物流センターの省力化や配送見直しによる効
率化を推進するとともに、「働き方改革」に取り組み、労働
環境の改善と整備に努めていますが、労働需給がさらに逼
迫し、人材を十分に確保できなかった場合には、当社グルー
プの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性がありま
す。また、法令や制度の改正、物価変動等により従業員に
関わるコストが大幅に増加した場合には、業績および財務
状況に影響を及ぼす可能性があります。

投資について 

　当社グループは、2020年３月期から2022年３月期までの
３年間の新たな中期ビジョンとして、「2022メディパル中期
ビジョン」を策定し、グループの持続的成長に向けた将来へ
の積極投資として、３年間で1,000億円規模の投資を計画
しています。
　①物流インフラ投資について

当社グループは、安全・安心な流通を担うという社会
的使命を果たすため、物流やシステムに対する設備投
資を積極的に行い、最先端技術を導入しています。こ
れらは、当社グループの競争力を維持するために不可
欠なものですが、投資コストが増大した場合や想定し
た投資回収ができない場合には、業績および財務状況
に影響を及ぼす可能性があります。なお、2021年3月
期における設備投資額は161億円です。

　②事業開発投資について
当社グループは、事業基盤の拡大と収益源の多角化を
進めるため、製薬企業等の新薬開発に投資し、その上
市が実現した後は投資に対するリターンを得る（プロ
ジェクト・ファイナンス）とともに、医療機関への販売・

MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Integrated Report 202154



流通（マーケティング）を優先的に行う事業に取り組ん
でいます。これは、当社グループがもつ物流力や営業
ネットワークなどの経営資源を有効に活用し、希少疾
病の治療を待つ患者さんに医薬品を安定供給すること
を目的とした取組みでありますが、新薬の開発は時間
を要したり、中止に至るなど、必ずしも順調に進行しな
いことがあります。そのような場合には、想定どおりの
収益獲得に至らず損失が発生する可能性もあり、業績
および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　③資本提携、業務提携について
当社グループは、「社会と顧客に貢献する新たな枠組み
を構築し、収益基盤の拡大と持続的な成長を実現しま
す。」という中期ビジョンの基本方針に則り、ライフサ
イエンス分野のベンチャー企業をはじめとするいわゆ
るスタートアップ企業への出資のほか、デジタル分野や
ロジスティクス分野といった業界の垣根を越えた提携
を積極的に進めています。こうした資本提携、業務提
携の実施にあたっては、事前に収益性や投資回収の可
能性についてさまざまな観点から検討を行っています
が、予期せぬ環境変化や想定した事業計画からの大幅
な乖離が生じた場合には、減損損失等が発生するなど
して、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があ
ります。

法令違反について 

　当社グループは、「コンプライアンスの徹底」を経営方針
の一つに掲げ、社員教育、啓発活動を継続して行っていま
す。また、公益通報に関する窓口を社内および社外に設置
し、グループ内部の問題を早期に発見することに努めていま
す。なお、2021年1月29日に開催された取締役会において、
経営トップがコンプライアンスを重視する姿勢を明確にする
ため、新たに「企業活動指針」を制定しました。経営トップ
が全国の拠点を行脚して、当該指針を制定した背景とその
精神を全社員に浸透させています。また、取締役会の諮問
機関として、「コンプライアンス委員会」を設置し、当社グルー
プのコンプライアンスを継続的にモニタリングし、遵法精神
に則った企業風土を確立していきます。
　しかしながら、法令違反等の問題が発生した場合には、

行政処分による課徴金や刑事訴訟による罰金、民事訴訟に
よる損害賠償金等の支払いが生じるだけでなく、当社グルー
プの社会的信用の失墜による悪影響など、業績および財務
状況に影響を及ぼす可能性があります。

新型コロナウイルス感染症について 

　当社グループでは、生命関連商品の安定供給を担う企業
として、新型コロナウイルス感染症の拡大に関連するさまざ
まな事態の発生を想定し、安定供給体制維持（全国物流セ
ンターの相互連携によるバックアップ、商品在庫の充実、
サーモカメラによる入館者の体温確認、機器の定期メンテ
ナンスを前倒しで実施）、感染拡大防止（従業員の感染予防
の徹底、車両・設備の洗浄および消毒の徹底、医療機関で
の感染拡大の防止）に取り組んでいます。しかしながら、当
社グループの従業員に感染が拡大するなどして、万が一、物
流機能が停止する事態に陥った場合には、医薬品等の安定
供給が困難となり、業績および財務状況に影響を及ぼす可
能性があります。

　これらのほかにも、さまざまなリスクが存在しており、こ
こに記載されたリスクが当社グループのすべてのリスクでは
ありません。

活動報告
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コンプライアンス

基本的な考え方

メディパルグループは、「コンプライアンスの徹底」を経営方針の一つに掲げています。ステーク
ホルダーから信頼され永続的に発展する企業であるためには、一人ひとりが、法令の遵守はも
ちろんのこと、社会におけるルールやマナーを守り、高い倫理観を持って行動することが重要で
あると考えています。そのため、当社グループでは社員教育、啓発活動を継続して行っています。

 コンプライアンス推進体制

　メディパルグループでは、当社の代表取締役社長が「グループコンプライアンス管掌」の任にあたることとし、経営トップが
自ら率先して、コンプライアンス経営を推進しています。
　また、組織的かつ継続的に取り組んでいくため、社長の直轄組織として、「コンプライアンス統括室」を設置し、グループ全
体に対するさらなるコンプライアンスの強化を図っています。
　加えて、当社グループのコンプライアンスを継続的にモニタリングしていくことを目的として、「コンプライアンス委員会」を
設置し、改善と継続に向けた、指導、助言、監督を行うこととしています。同委員会は、取締役会の諮問機関として、グループ
コンプライアンス管掌を委員長とし、医療用医薬品等卸売事業の営業経験のある業務執行取締役、社外取締役を交えた構成
としています。また監査役などもオブザーバーとして参加し、さまざまなアドバイスをいただくことで、より実効性の高いモニ
タリングを行っていきます。
　営業現場においては、コンプライアンスを推進し、その推進状況を監視、監督する責任者として、営業部長をコンプライア
ンスリーダーに任命し、営業部門の意識を高めています。

　さらに、監査・モニタリング体制として、以下を実施しています。

（１）独占禁止法監査の実施
監査担当部門が独占禁止法違反行為の有無と再発防止の
取組み状況を確認することにより、問題点を把握し改善に
導くため、独占禁止法監査を実施。

（２）監査結果の報告
監査結果は、取締役会および監査役会に報告。

（３）整備状況の報告
当社グループのコンプライアンス体制の整備、運用状況を定期的（四半期毎）に取締役会に報告。

（株） メディパル
ホールディングス

指示

報告

報告・相談

監督

監督

報告

報告
連携

報告・相談

代表取締役社長（グループコンプライアンス管掌）

コンプライアンス統括室

上位者

コンプライアンスリーダーコンプライアンス担当部門／
担当責任者 各部門事業会社

取締役会

コンプライアンス委員会
報告

連携

報告・相談

急を要する場合の報告・相談

コンプライアンス 
委員会開催状況

開催回数：2回※

医療用医薬品等卸売事業の営業経験の 
ある業務執行取締役出席率： 100％
社外取締役出席率： 100％

原則、四半期に1回の開催を予定しています。
※ 委員会設置後、2021年7月までの間
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活動報告

 内部通報制度

 企業活動指針の制定

 コンプライアンス意識向上に向けた取組み

　当社グループでは、グループ内
部の問題をより早く発見し解決す
るため、2006年4月1日より、「公益
通報ホットライン」を設置していま
す。業務に関して、不正・法令違
反あるいは反倫理的な行為が発生
している、あるいはかかる行為が
発生するおそれがある場合に本ホットラインを利用できる旨を社内のイントラネットやポスターなどで周知しています。
　通報の受付窓口はグループ内外にそれぞれ設け、電話、e-mail（24時間）、FAX、郵送と各種手段で通報可能とし、相談し
やすい環境を整えています。また、本ホットラインは、守秘性を担保するために独立した窓口としたうえで、通報者に不利益
な扱いを行わないことを社内規程でも明記するなど、適切な体制を整備しています。なお、匿名で通報があった場合にも対応
しています。

　当社グループでは、2019年11月の公正取引委員会の立入り検査を受けたことを機に、経営トップがコンプライアンスを重視
する姿勢を明確に示し、遵法精神に則った企業風土を確立していくため、「企業活動指針」を制定しました。
　この姿勢を全社員へ浸透させるため、経営トップが各種会議やグループ内広報誌などで継続的にメッセージを発信するとと
もに、全国の拠点を行脚して直接の語りかけを行っています。

　当社グループでは、コンプライアンスの意識向上のために、
以下のような施策を実施しています。

（１）コンプライアンス研修の実施
役員を含む全社員を対象にコンプライアンス研修を定期的
に実施。今後、内容もアップデートしながら、全社員向けのe

ラーニングのほか、職掌毎の集合研修等を繰り返し行うこと
で知識や考え方を定着させていきます。

（２）コンプライアンスの日を制定
コンプライアンス重視の姿勢を継続するために、11月27日を
コンプライアンスの日と定め、全社員を対象としたアンケー
トを実施するなど、風化防止に努めていきます。

必要な対応受付窓口

通報者 通報者への
結果報告

通報された内容について
調査実施（事実確認）

窓口は当社と社外（弁護士）があり、通報者が自由に選択できます

是正の必要判断調査通報

本人のプライバシーは厳格に守られます。通報者に不利益が発生することはありません。

■ 公益通報ホットラインの対応イメージ

■ コンプライアンス研修
対象 内容

役員
年1回定期的に開催しているエグゼクティブセミナーに、
外部講師を招いて、コンプライアンス意識を高めるため
のセミナーを実施

管理職

マネジメント会議等で、遵法精神を根づかせることを目
的に、経営トップが遵法精神を説明
コンプライアンスリーダーである営業部長に対しては、独
占禁止法遵守に特化したディスカッション形式による研
修を実施し、独占禁止法違反行為の根絶を徹底

全社員 経営トップによる直接の語りかけと併せて、独占禁止法
違反行為を行わせないための研修を実施
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 腐敗防止への取組み

　当社グループでは、正しい事業活動を行うにあたり、公務員等に対する利益供与を一切禁止しており、グループ各社に「贈
賄行為禁止規程」を制定しています。
　また、その実効性を確保するため、第三者への寄付行為等の支出については、すべて書面による社内決裁を受ける等の社
内ルールも併せて制定しています。
　さらに、当社グループの主な取引先である医薬品や医療機器のメーカー等は諸外国に法人を置く会社も多くあるため、当
該取引先企業から求められる教育基準を充たすべく、毎年１回、すべての従業員に対し、米国医療機器・IVD工業会（AMDD）
が実施しているFCPAトレーニング研修資料を参考文献としたオンライン研修の受講を義務付ける等、従業員教育を実施して
います。

入札談合等防止に関する規程の制定

　談合やカルテル等の独占禁止法違反行為を排除するとと
もに、それらの疑いを招く行為を防止し、またそれらに巻き
込まれるリスクを低減することを目的として、入札談合等防
止規程を制定しました。

事業計画・営業目標の見直し

　独占禁止法違反が生じやすい状況を回避すべく、事業活
動の在り方を根本的に見直すとともに、事業計画の見直し
についても検討していきます。

独占禁止法遵守ガイドブックの作成

　独占禁止法に関し営業活動において誤解しやすく判断に
迷う事柄について解説し、独占禁止法違反行為を行わせな
いためのわかりやすいガイドブックを作成しました。

見積り・入札に関する新たなルールの策定

　見積り・入札を提出する際には、同業他社と接触しない、
金額の根拠を明らかにして決裁を得る、受注意欲がない案

件には入札や見積りの提出を行わないなど、遵法精神に則
り正しい競争をするための新たな社内ルールを策定しま 

した。

業界活動・他卸との接触ルールの策定

　公正取引委員会の立入り検査直後から、同業他社と接触
するなどの疑惑を招くおそれのある行為は原則禁止として
いますが、業界活動については、一定のルール（弁護士等
の同席、議事録の保存）のもとでの参加を認めています。
　また、やむを得ず、同業他社と接触せざるを得ない場合
の決裁手順等を含め、明確なルールを設けました。

独占禁止法専用の相談窓口（独禁法ホットライン）の活用

　公正取引委員会の立入り検査直後から、営業現場で独占
禁止法遵守との関係で判断に困る事象が発生した場合に迅
速に対応するため、従前の公益通報窓口等とは別に、独占
禁止法専用の相談窓口を設置していますが、これをさらに
活用しやすいように整備しました。

 独占禁止法違反防止への取組み

　当社グループでは、独占禁止法違反を防ぐために、各種規程・ルール等の整備を行いました。あわせて、就業規則の改訂も
実施しています。
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　当社グループは、医薬品・医療機器などの保管および流通上の
品質管理について、厚生労働省が定める省令をはじめ、JGSP※１

およびJGSP2008に基づき物流関連業務や管理薬剤師業務など
の各種マニュアルを作成し、適切な保管体制や流通体制を実践し
てきました。さらに、PIC/S※２ GDPを踏まえて改訂されたJGSP 

GDP国際整合化対応版や厚生労働省から発出されたGDPガイ

ドライン※３に準拠した、品質マニュアル、SOP（標準操作手順書）
の策定、マネジメント体制の整備、GDPレビュー会議などでの改
善提案、教育などを実施しています。

基本的な考え方

メディパルグループでは、医薬品医療機器等法（薬機法）等の薬事関連法規を遵守し、安全・
安心に医療用医薬品・医療機器等の流通を担うことが社会的使命です。そのため、商品の入荷
から医療機関等へのお届けまで、商品の有効性・安全性・品質の確保を目的に薬事管理の徹
底に努めています。

　当社グループでは、医薬品や医療機器に関する情報の収集と提供を行うための知識・資質を養う教育（MS・薬剤師対象）
や、品質の信頼性を確保するためのマニュアルやSOP（標準作業手順書）に関する教育（商品管理・配送担当者対象）を、
継続的に行っています。
　MS・薬剤師の教育についての詳細はP.65「人権尊重」をご参照ください。

※1  JGSP（Japanese Good Supplying Practice=医薬品供給における品
質管理と安全管理に関する実践規範）：保管や出荷、配送にあたって、
各段階で温度、湿度、日光の影響などにより品質が損なわれないよう、
品質の安全性を守るために日本医薬品卸売業連合会で設けられた業界
内の実践規範です。JGSPは医療用医薬品に、JGSP2008は一般用医薬
品に適用されています。

※2  P IC/S（Pharmaceut ica l  Inspect ion Convent ion and 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme=医薬品査察協
定および医薬品査察共同スキーム）

※3  GDPガイドライン（Good Distribution Practice=医薬品の適正流通）：
流通経路（仕入・保管・供給）の管理が保証され、医薬品の完全性が
保持されるための手法、さらに、偽造医薬品の正規流通経路への流入を
防止するための適切な手法を定めたもの。

薬事管理

 品質の確保

 教育制度

　偽造医薬品の拡大は世界的に深刻な問題となっているものの、日本では偽造医薬品が市場に紛れ込む
余地がありません。その主な理由は、薬機法等の法律の整備と遵守があること、医療用医薬品流通の大
部分（約96%）を医薬品卸が担っていることが挙げられます。
　卸が存在することで、①流通経路がシンプルになる、②仕入から配送まで自社で対応する、③取引先で
ある製薬企業、医療機関・調剤薬局と常に密接につながっている、という状態を構築しています。
　日本で偽造医薬品の拡大を防ぐポイントは、質の高い流通があるかどうかであり、そのための投資が欠
かせません。その意味においても、日本の医薬品卸は“安全”と“社会的コスト”を担保する存在だといえ 
ます。
　当社グループでは、ロットトレーサビリティ管理を行っており、いつ、どこに、何を、どれだけ販売したの
かがわかる仕組みを取り入れています。製薬企業による商品の自主回収が発生した場合でも、当社グルー
プは製薬企業からの依頼に基づき、当該商品を販売した医療機関等へ迅速な情報提供と商品回収を行う
ことができます。

日本で偽造医薬品が
拡大しない理由

活動報告
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日本版GDPガイドラインへの対応

 メディパルグループの取組み

 信頼性統括部長メッセージ

　2021年よりSPLine（株）をGDP活動の対象に加え、医療用医薬品の卸売販売業4社※のロジスティクス本部ならびに
ALCおよびそれに準ずる2拠点（東京中央FLC、西日本物流センター）への改訂した品質マニュアルおよびSOPの教育訓練
とともに定期的な品質レビューを実施しGDP活動の定着と質の向上を図っています。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大という有事に際し、マイナス20度±5度の厳格な温度管理が求められる「COVID-19

ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業（株））」の流通を担うため、冷凍倉庫および輸送容器の庫内温度分布を計測する温度
マッピングなどを実施し、高品質な物流を担保しています。これらの対応を行ったうえ、行政や地域担当卸と連携し、国や自
治体などの大規模接種会場や職域接種会場などへの流通を担っています。
　これらの取組みには、当社の管理本部に2019年に新設した信頼性統括部がさまざまな場面で支援を行っています。
※（株）メディセオ、（株）エバルス、（株）アトル、SPLine（株）

　当社グループのGDP活動は、医療用医薬品の卸売販売業4社（（株）メディセオ、（株）
エバルス、（株）アトル、ＳＰＬｉｎｅ（株））を対象にしています。物流拠点であるALC、
FLCならびに医療用医薬品を保管している建屋は、設備の規模や取り扱う商品数が異な
り、その担い手は、ロジスティクス本部担当者、薬事担当者、庫内担当者、MS、DSとさ

まざまです。これまでのGDP活動は、本部担当者、ALCの幹部社員、薬事担当者を中心
に、一番規模が大きいALCで先行して取り組んできました。一方で、近年開発が進むス
ペシャリティ医薬品や再生医療等製品は、保管・配送の温度管理などが厳密に設定され
ているものが多くなっており、製薬企業による監査においても、GDPガイドラインに加え
各製薬企業のグローバル基準に準拠したより厳格な流通が求められています。
　信頼性統括部では、GDPに対する意識や取組みが注目を集める中、GDPの定着と継
続的な物流品質の向上に向けた取組みに加え、全国にあるFLCや医療用医薬品を保管する192拠点に対してもガイドライン
に基づく組織体制の整備や必要な設備投資を行い、同時にMSやDSを含めた教育を積極的に進めていきます。また、物流・
品質の信頼性の向上を目的に、社内関連部門はもとより、製薬企業、物流企業など社外協力企業との連携を強化しつつ、医
薬品のさらなる適正流通実現に向けて活動を進めていきます。

■ 信頼性統括部の組織と役割 ■ 医薬品のサプライチェーン

製造所
（GMP）

製造販売業者
（市場出荷判定）

GDP管理範囲

ALC FLC／支店 医療機関・薬局

製造販売業者→ALC ALC→FLC／支店

DP-Cool※（三菱倉庫（株）＋運送店）などを利用
［ DP-Cool特徴 ］
・PIC/S GDPガイドライン準拠
・輸送中全工程の保冷温度管理
・温度管理センターによる24時間監視
・保冷庫直結型ドックシェルター付ターミナル
・ドライバー認定制度　など

※2021年4月1日現在 ※DP-Cool：PIC/S GDPガイドライン準拠の新たな医薬品保冷輸送サービス

主に自社の保冷車を使用
・ALC出荷バースのドックシェルター仕様
・定温輸送について、季節変動を考慮した
　マッピングを継続実施
・〈配送基本心得〉による研修実施
・定期的な同乗によるOJT教育実施　など

信頼性統括部

物流の
信頼性

調査・研究の
信頼性

情報活動の
信頼性

（株）エバルス ＳＰＬｉｎｅ（株）

「GDP」対応

（株）アトル（株）メディセオ

株式会社メディパルホールディングス
信頼性統括部長
青柳 明広
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活動報告

災害対策

■ （株）メディセオにおける災害対策本部設置例（東日本大震災時）

災害の発生地によって体制が異なる場合があり、柔軟に対応します。

メディパル
取締役会

災害対策本部副本部長

各支社災害対策本部

グループ各社

災害対策本部長
（メディセオ社長）

メディセオ
取締役会

事務局長
（メディセオ
管理本部長）

事務局
（メディセオ
総務部長）

総務対策部

従業員対策部

資金対策部

システム対策部

広報対策部

物流対策部

仕入先対策部

得意先対策部

関係会社対策部

官公庁対策部

業界団体対策部

 自然災害発生時のリスク対策

　自然災害発生時の被害想定、事前対策、災害時の業務や
組織体制等について、具体的内容を示した「災害対策マニュ
アル（自然災害編）」を2000年に作成し、グループ全社員に
周知徹底しました。その後、東日本大震災の発生を機に、
一部見直しを行いました。また、震度6弱以上の地震発生
等の場合には、「災害対策本部」を直ちに立ち上げます。被
災地域のグループ各社の従業員およびその家族の安否や、
建屋・システム等の被災状況、ライフラインの状況等の確
認を速やかに行うとともに、事業継続に向けたさまざまな
対応を本部が中心となって推進します。

 感染症大流行時の対策

　日本でも強毒性の鳥インフルエンザがたびたび発生してお
り、ヒトにおける世界的大流行（パンデミック）が危惧されて
います。当社グループでは流行に備え、「災害対策マニュアル

（新型インフルエンザ編）」を追加し、その後も適宜改定を
行っています。
　また、当社グループは社会機能維持者としての自覚のも
と、新型インフルエンザだけでなくさまざまな感染症発生時
においても果たすべき社会的使命として、それに沿った活動
の要綱を定め、社員とその家族の生命を守るとともに、医薬
品等の安定供給を維持し、医療機関の災害医療の支援に全
力を尽くします。

札幌ALC

名古屋ALC

南大阪ALC

福岡ALC

関東ALC

埼玉ALC

南東京ALC

神奈川ALC

南九州ALC

西日本物流センター

岡山ALC

広島ALC

東北ALC

■ 物流センターの相互連携機能

大規模災害などにより、1つのセンターが供給できない状況でも、他センター
から配送を補完するバックアップ体制を整えています。

基本的な考え方

メディパルグループでは、平時はもちろん震災等の大規模災害や疾病によるパンデミックが起き
た際でも商品の安定供給に支障をきたさないよう、さまざまなリスクを想定し、実効性のある
事業継続計画（BCP： Business Continuity Plan）を策定しており、社会インフラ企業として
の役割を果たしていきます。
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 この国で、薬を届けるという使命。 「安全」「安心」をお届けするために。

　阪神・淡路大震災、東日本大震災および熊本地震での被災経験等から、災害時にも止まらない物流をめざして、さまざま
な取組みを重ねています。自然災害とは切り離せないこの国だからこそ、あらゆるシナリオに対し、万全の準備をしています。

　当社グループが取り扱う医薬品や日用品等は、いずれも人々の健やかな暮らしに欠かすことのできないものです。これらの
商品を安定的に供給することが社会的使命であり、大規模災害やパンデミック等のリスクを想定した災害対策マニュアルを整
備し、有事の際の具体的活動要綱を定める等、さまざまな対策を行っています。

非常時の配送手段の整備

　公共交通機関や交通網が寸断された場
合に備え、物流センター等に緊急配送用バ
イクを配備し、車両の通行が困難な場所に
薬を届ける重要な配送手段となっています。

非常用自家発電装置の設置

　本社・物流センター等主要な拠点に非
常用自家発電装置を設置しています。

自家給油設備の設置

　震災時のガソリン不足の経験を踏まえ、
主要な物流センターに自家給油設備を設
置しています。

建屋の耐震・免震化

　震災時に商品が落下損壊したり、物流
設備が故障することを避けるため、物流セ
ンターをはじめ、全建屋の耐震・免震化
を進めています。

自衛隊・自治体との災害協力

　自衛隊・各自治体と災害時医薬品供給
協定を締結し、平時より定期的に搬送訓
練を行っています。

災害発生時の組織体制の構築

　災害発生時には、直ちに「メディパルグ
ループ災害対策本部」を立ち上げます。

 BCP

TOPIC

豪雨災害におけるグループ会社の対応

　2020年7月、熊本県を中心に記録的な大雨が観測され、河川の氾濫、浸水害、土
砂災害等が相次いで発生しました。（株）アトルでは災害対策本部を立ち上げ、直ち
に社員および家族の安否確認を実施後、迅速な情報収集と対策検討、現場への指示
を行いました。被災された地域には本社より支援物資を届けるだけでなく社員を派遣
し、復旧支援活動を実施しました。また、お得意様への商品供給は近隣の同社物流
センターより直接行い、医薬品の安定供給に努めました。
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新型コロナウイルス感染症への対策
活動報告

 社員・施設の感染拡大防止への取組み

 医療機関での感染拡大防止への取組み

メディパルグループでは、新型コロナウイルス感染症への対策として、より一層のグループ内連携と迅速な行動を目的に、
2020年3月2日に「新型コロナウイルス対策本部」を立ち上げました。お得意様や社員の安全を確保しながら、医薬品等の安
定供給を継続するべく、政府の動きや各地域の動向に係る情報を一元的に集約するとともに、さまざまな事態を想定した対
策に迅速かつ臨機応変に取り組んでいます。

人々の安全・安心な暮らしを支える
社会インフラとしての使命

サーモカメラの設置

個口スキャン検品（非接触
方式）による納品の推進

オフィスの対面座席に 
飛沫ガードを設置

納品箱の清拭

在宅勤務の奨励

作業時のマスクおよび
プラスチックグローブ着用

新型コロナウイルス感染症
ワクチンの職域接種の実施

車両、設備の洗浄および
消毒

TOPIC

新型コロナウイルス感染症ワクチン流通で医療用医薬品卸売業の機能を最大限発揮

　日本での製造販売承認を取得した新型コロナウイルス感染症ワクチンで
ある「COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業（株））」について、
当社グループの事業会社および協力会社（（株）ほくやく、（株）よんやく、
中澤氏家薬業（株））は、医療用医薬品卸売業としての実績・経験を活かし、 
全国に配置した16配送センターを核とする国内コールドチェーン流通体制
構築への協力、および大規模接種会場や職域接種会場、地域担当卸の配送
センターにワクチンを安定供給しています。
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情報管理

基本的な考え方

メディパルグループでは、お得意様の個人情報をはじめ、さまざまな情報を保有しています。こ
れらの情報を管理し保全することも当社グループの社会的責任です。システム等のハード面の
対策に加えて、情報を取り扱う社員への教育が重要と考え、ハード、ソフトの両面でさまざまな
対策を実践し、情報管理の徹底を図っています。

　情報管理の基準として、当社グループ共通の「情報セキュリティ・ポリシー」を制定しています。また、情報管理の徹底のた
めに、情報管理最高責任者（代表取締役社長）を頂点に、各部署には管理者、担当者を置く社内体制を構築しています。

 方針・体制

　当社グループでは、情報管理は情報を取り扱う社員一人ひとりの意識が最も重要であると考えています。そのため、情報管
理に対する注意喚起を行い、セキュリティ意識の向上を図る目的として、eラーニング研修等による年2回の情報セキュリティ
教育を実施しています。また、情報取り扱いの注意点を唱和する「情報管理の誓い」の定期的な実施および社内ネットワーク
での情報管理の啓発を行っています。

 教育制度

　当社グループでは、各社においてウイルス対策、不正アクセス対策、モバイルパソコンの生体認証・データ暗号化等、情報
の保全および漏洩についてのセキュリティ対策を実施しています。

 情報保全への取組み

サイバーテロ対策としては、不審メールの選別、不審サイトのフィルタリング、最新のウイルス対策ソフト
の導入、ソフトの更新徹底等のほか、これらが破られてデータが盗まれようとした場合は、サイバーテロ対
策ソフトにより、24時間体制の監視にて、即時に遮断され、流出を防ぐことができます。

サイバーテロ対策
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人権尊重

　　人材育成への取組み1

次世代リーダーの育成 

　中長期の視点に立ってグループ全体の戦略立案・実行が
できる、自由な発想と創造性に富んだ人材を育成すること
を目的として、外部講師を招いた研修を実施しています。
受講者が議論を重ねて新規事業を企画し、最終的に経営
陣の前で発表し、具体的に採用されるケースもあります。
2011年から実施しており、これまでに、84名が受講しました

（2021年3月末現在）。

MS・薬剤師への研修および教育 

　MSに対しては、医薬品の有効性のみならず、それらを理
解するための病態生理、薬機法をはじめとする各種関連法
規等について、支店薬剤師を通じた研修および教育を行う
とともに、オンライン研修によって個人で学習できる環境を
構築しています。また、薬剤師に対しては、定期的に研修
会を開催し、専門性の高い学術資料による啓発および情報
共有を図っています。

活動報告

基本的な考え方

メディパルグループでは、社員をはじめ、あらゆる人々の基本的人権を尊重し、一人ひとりがお
互いを認め合う企業風土を築くことが企業活力につながると考えています。異なる個性や能力を
最大限発揮できるように人材基盤強化に向けたさまざまな取組みや職場環境の整備を行ってい
ます。

　「企業は人なり」の言葉どおり、社員の成長は、企業価値の向上にとって不可欠なものです。当社グループでは経営方針の
一つに「誠実で自由闊達な社風の醸成と創造性に富む人材の育成」を掲げ、積極的かつ継続的に人材育成に取り組んでい 

ます。

 人材育成方針

　人材育成と職場活性化を目的とした定期的なジョブローテーションを行っています。また、新規事業の取組みにおいては、
社内公募を行うなど意欲の高い人材が活躍できる機会を設け、組織戦力の最大化を図るための適正な人材配置を実施して
います。

 人材配置

　創造性に富む人材の育成に向け、新入社員から課長職、部長職等に至るまで階層別にさまざまな研修を実施しています。
また、高い専門知識を持った多様な人材を育成するため、職種別研修等も行っています。さらに、これらの研修プログラムと
は別に、自己啓発の機会としてグループ全社員を対象に「通信教育」を実施しています。

 研修
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■ （株）メディセオの研修体系

等級 階層別教育 職種別／その他 eラーニング 支援

管理職

部長職 ● 営業部長研修

課長職

● 課長職フォローⅡ研修
● 課長職フォローⅠ研修
● 新任課長職研修
● 新任支店長研修
● 新任業務マネジャー研修

一般職

課長代理 
主任

● 新任課長職事前研修
● 課長代理対象研修
● 主任対象研修

上級社員
● 5年目研修
● 入社3年目研修

一般社員
● 入社2年目研修
● 新入社員教育

● 

通
信
教
育
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Ａ
Ｒ
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・
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研
修
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）
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　当社グループでは、会社が期待する行動をとり、成果を上げているかを考課項目として設定し、原則として※半期に一度評
価を実施しています。賃金制度は、職務・役割・貢献度をベースとしており、昇格・昇給や賞与に人事考課結果を反映する
ことで、公正な処遇や人材の能力と意欲の最大化をめざしています。
　（株）メディセオでは、公正で納得性のある評価の実現に向けて、定期的に考課者研修を実施するとともに、半期ごとに部
門単位で考課者会議を開催し、考課者間の判断基準・考課基準の統一を図っています。また、支店長・マネジャーを対象に
360度サーベイ（多面評価）を行い、自己の日常の言動を客観的に分析し、結果を活かすことでより効果的なマネジメントの
実践に結びつけています。
※グループ会社の一部において、評価内容は、雇用形態や職種によって違いがあります。

 公正な評価・処遇

＊ 用語説明は、P.73の用語集をご参照ください。

AR＊・DMR＊研修

　MSの医薬品・検査試薬の知識向上と業務への活用をめ
ざし、MR・DMR資格取得へ向けた独自の教育プログラム
を構築し学習支援をしています。教育プログラムは、MR・
DMR資格取得のための導入教育と試験合格後にMR・
DMRに必要な資質維持、向上のための継続研修から構成
されています。継続研修では、適正な医療情報の提供・収
集・伝達を確実に行えるように、（公財）MR認定センター

と（一社）日本臨床検査薬協会で定められた「基礎・実務
知識教育」、「技能・実地教育」をそれぞれ個々のキャリア
に準じ、生涯教育の一環として実施しています。具体的には

「実務知識」として遺伝子・再生医療・がんなどの専門知
識の習得、「技能実地」としてマネジメント・プレゼンテー
ション・コミュニケーションなどのスキルアップ研修を行っ
ています。
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制度改革

　時差勤務・変形労働時間制などの柔軟な勤務制度の活
用と新たな制度の導入により、効率的な働き方を促進し、
時間外労働の削減と有給休暇の取得率向上に取り組んでい
ます。
在宅勤務…自宅での勤務を可能とすることで、従業員の働　 

  き方の選択肢を増やすとともに、生産性の向上を図ります。

リフレッシュ計画有休…有給休暇取得促進策として年5日
間のリフレッシュ計画有休を導入することで、従業員の健康
保持とワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。

2017 2018 2019
0
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15

（年度）

（時間）

10.6
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10.2
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■ 時間外労働（月平均）の推移

平均日数（左軸）　　　取得率（右軸）
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■ 有給休暇取得状況（平均）

　当社グループでは、自分のライフスタイルや価値観を大切にしながら働くことができる職場環境を築くとともに、心身ともに
健やかな生活を送るためのサポートを行っています。

活動報告

　　働きやすい職場環境づくり2

　（株）メディセオでは、2017年5月に働き方改革委員会を設置し、生産性向上やワーク・ライフ・バランスの推進に取り組ん
でいます。

　ICカード等を用いて始業・終業時刻等の労働時間の客観的な記録管理を行っています。適正な労働時間管理を実現するた
めに全社員に向けた啓発を行うとともに、時間外労働の削減に向けて労使間で協議検討を行っています。
　また、「ノー残業デー」等を設定し、定時帰宅を推進しています。計画的・効率的に業務を行い、業務の質向上だけでなく、
家族と過ごす時間や個人の趣味・学習の時間を増やしています。

 働き方改革の推進

 適正な時間管理と時間外労働の削減に向けた取組み

 両立支援への取組み

　個々のライフステージにおいて、ワーク・ライフ・バランスを実現するために、各種制度（育児・介護休業制度、短時間勤
務制度、看護休暇制度等）を活用し、働きやすい環境の整備に努めています。
　（株）メディセオでは、「仕事と生活の両立」を支援することを目的に結婚、出産、育児、介護や配偶者の転勤などやむを得な
い家庭の事情で退職した社員に対して、再雇用の機会を設ける「ジョブ・リターン制度」を導入しています。
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健康診断の充実と受診率の向上

　病気を早期発見し、健康を保持・増進するために、定期
健康診断を実施し、受診率はほぼ100％となっています。
　（株）メディセオでは、法定項目に追加して検査項目を充
実させ、生活習慣改善などの健康管理に活かしています。

メンタルヘルス対策

　心の健康を守ることにも注力し、グループ各社において、
メンタルヘルス（心の健康）教育や啓発活動の実施、EAP

ホットライン※の設置を行っています。
※  EAP（Employee Assistance Program 「従業員援助プログラム」）ホットライン：仕

事上あるいは個人における悩みや不安を専門のカウンセラーに幅広く相談できる窓口。

感染症予防

　社員の健康保持のため、毎年希望者全員にインフルエン
ザの予防接種を行っています。
　新型コロナウイルス感染症への対策は、P.63をご参照く
ださい。

マインドフルネス

　心と身体の健康づくりの
取組みの一つとして、マイン
ドフルネス（瞑想をベースに
した脳と心の休息法）の動
画を作成し、従業員の心身の疲労解消、集中力やストレス
に対応する力の向上を図っています。

健康増進への取組み推進しています

　当社グループでは、月経など女性特有の健康課題へ
の取組みの一つとして、2021年5月に産婦人科医によ
る社内講演会「～働く全ての方に知ってほしい～女性
のカラダの基礎知識」を実施しました。女性社員だけ
でなく男性社員も含め社内全体の理解と意識向上を
図ることで、誰もが健康で生き生きと過ごせる職場環
境づくりを進めています。

日本健康マスター検定の受講を促進しています

　当社グループでは、
従業員の健康リテラ
シーを高め、社会に

貢献していく目的で、日本健康マスター検定※のエキ

スパートコースに挑戦しており、これまでの合格者数
は4,068名（2021年3月末現在）となりました。
※  日本健康マスター検定：一般社団法人日本健康生活推進協会が実施している、

最新の健康情報に基づく健康リテラシーを学び、資格を取得できる検定制度。

 健康管理

　メディパルグループでは、「医療と健康、美」を支える流通グループとして心身両面の健康維持に向けた取組みを積極的に
推進しています。

　　健康管理3

TOPIC

「健康経営優良法人2021」に認定されました

　2021年３月、当社および（株）メディセオは健康経営に
関する各種の取組みが評価され、経済産業省と日本健康会
議が共同で選出する「健康経営優良法人2021（大規模法
人部門）」に認定されました。
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　1898年の創業以来多くの会社が当社グループに集い、規模の拡大とイノベーションにより成長を続けています。さまざまな企業
文化や経験を有した社員が共存し、ダイバーシティを推進しやすい基盤を有しています。

　社員の人権や働く権利を守り、業務が円滑に遂行できるよう社内規程の整備やホットラインの設置など環境整備に努めて
います。

 雇用の多様化

　当社グループでは、各種採用活動を行い、グループ全体の活性化を図っています。「新卒採用」「キャリア採用」 「障がい者
雇用」「定年再雇用」等を通じてさまざまな人材を迎え入れており、社員一人ひとりが個性と強みを発揮しながら活躍してい
ます。なお、当社グループ平均での障がい者雇用率は2.47%（2021年3月末現在）で、今後も積極的な雇用と活躍推進を継
続していきます。

 ハラスメント防止規程の整備

　職場におけるさまざまなハラスメントを防止するため、必要な規程をグループ各社に整備し、誰もが安心して働くことがで
きる体制を整えています。相談者に不利益な扱いを行わないことを明確にするとともに、不適切な事案があった際には、厳正
に対処しています。

 ハラスメント・人間関係ホットラインの設置

　セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、ジェンダーハラスメント、人間関係などの職場問題を相談できる窓口を外
部に設置しています。相談員は産業カウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士等の資格を有しており、電話とWEB（24時間）
で相談を受け付けています。また、匿名での相談も可能となっています。

 女性活躍推進

　女性社員の割合は年々向上しており、働き方の最適化等
の取組みにより女性が働きやすい職場を実現することをめ
ざしています。これにより、お得意様への一層のサービス向
上に寄与していきます。
　（株）メディセオでは、社内プロジェクトに対して女性社員が
積極的に参加し、会社の重要なミッションを遂行しています。

■ メディパルグループにおける女性の割合
2019年 
3月末

2020年 
3月末

2021年 
3月末

女性社員の割合 29.8％ 30.4％ 31.8%
女性役職者の割合 8.4％ 8.9％ 8.9%
　役員・執行役員など※ 5.3％ 5.0％ 5.6%
　管理職 6.2％ 7.0％ 7.0%
　リーダー 12.7％ 12.9％ 12.8%

※  役員については、2021年6月末現在

活動報告

　　 ダイバーシティ

　　 人権保護の取組み

4

5
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輸送に関する排出量 

　（株）メディセオと（株）PALTACは、省エネ法※の特定事
業者に該当しており、自社保有車両や委託輸送に伴って発
生するCO2排出量を集計しています。2020年度のCO2排
出量は、前年より2,333t-CO2減少し、55,438t-CO2となり

ました。

　また、医療用医薬品等卸売事業では車両台数を前年度よ
り128台減少させるとともに、燃費が良く環境負荷の低い軽
自動車の導入を進めることでCO2排出量の削減に努めてい
ます。

2016 
年度

2017 
年度

2018 
年度

2019 
年度

2020 
年度

給油量（kℓ） 11,939 12,431 12,245 11,657 11,261

CO2排出量 
（t-CO2） 27,718 28,862 28,428 27,109 26,188

車両台数（台） 
（10月時点） 7,613 7,828 7,865 7,541 7,413

車両1台当たり 
排出量（t-CO2） 3.64 3.69 3.61 3.59 3.53

対象会社：（株）メディセオ、（株）エバルス、（株）アトル、（株）MMコーポレーション
※ CO2排出量の算定式：給油量（kℓ）×単位発熱量（GJ/kℓ）×排出係数（tC/GJ）×

44/12
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■  輸送に起因するCO2排出量の推移

対象会社：（株）メディセオ、（株）エバルス、（株）アトル、（株）MMコーポレーション

2,000

3,000

5,000（台）

4,000

2016年
10月

軽自動車
4,263

その他
3,150

■自家輸送（スコープ1※1）　■委託輸送（スコープ3・カテゴリー4※2）

2016（年度） 2017 2018 2019 2020

（t-CO2）

0

10,000

20,000

30,000

60,000

50,000

40,000

2017年
10月

2018年
10月

2019年
10月

2020年
10月

55,438

34,756

20,682

■ 軽自動車の保有台数の推移

■ 社有車のCO2排出量の推移

 CO2排出量、電力使用量の削減と地球温暖化防止への取組み

環境保全における取組み

基本的な考え方

メディパルグループは、人々の健康と社会の発展に貢献する企業として、地球温暖化を防止し循
環型社会を形成していくために、温室効果ガス排出量の削減や廃棄物の適正処理の推進等を
行っています。

対象会社：（株）メディセオ、（株）PALTAC
※1 スコープ1：自社の燃料使用に伴う排出 
※2  スコープ3・カテゴリー4：自社を除くサプライチェーンによる排出のうち、委託輸

送に伴うもの

※ エネルギーの使用の合理化等に関する法律
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対象会社：（株）メディセオ、 （株）PALTAC
※1 スコープ1：自社の燃料使用に伴う排出
※2  スコープ2：事業所の電力使用に伴う排出

対象会社：    （株）メディパルホールディングス、（株）メディセオ、（株）エバルス、 
（株）アトル、（株）MMコーポレーション、（株）PALTAC、MPアグロ（株）、
メディパルフーズ（株）

施設からのCO2排出量

　（株）メディセオと（株）PALTACは、省エネ法の特定排出
者であり、ALC・RDCをはじめとした拠点施設でのCO2排
出量を集計しています。2020年度のCO2排出量は、前年よ
り24t-CO2増加し、43,102t-CO2となりました。

電力使用量

　当社グループは、施設での電力使用量について各社で管
理しています。2020年度の電力使用量は10,548万kWhと

なりました。
　（株）メディセオでは、一部の建屋にデマンド監視装置を
設置することで、電力使用量の見える化を行い、最大需要
電力の削減を図る等の取組みを行っています。

廃棄物処理

　当社グループは、流通企業として、「循環型社会形成推進
基本法」等に従い、医薬品等の廃棄物の処理手順等につい
てまとめた「廃棄物適正処理マニュアル」を作成し、廃棄物
処理を適法・適正に行っています。

■ 施設からのCO2排出量の推移 ■ グループ全体の電力使用量の推移

【支店】
支店の排出物を分類

各支店からの排出物をいったん保管・管理

一般廃棄業者に
処理を委託

管轄物流センターに送付

廃棄物適正処理
マニュアルに則り、
適法に専門業者に
処理を委託

【物流センター】

事務系一般廃棄物

期限切れ商品など
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■ 廃棄物処理の流れ

廃棄物適正処理マニュアル
に則り、適法に専門業者に
処理を委託

【物流センター】

各支店からの排出物をいったん保管・管理

対象会社：    （株）メディセオ、（株）エバルス、（株）アトル、（株）MMコーポレーション、   
 （株）PALTAC

一般廃棄業者に処理を委託

【支店】 支店の排出物を分類

事務系一般廃棄物

期限切れ商品など

管轄物流センターに送付

活動報告

 廃棄物処理・資源有効活用

　（株）メディセオでは、日本貨物鉄道（株）、日本フレートライナー（株）、日本石油輸送（株）との4社共同プロジェク
トにおいて、物流センター間の医薬品移送のモーダルシフト※に取り組んでおり、一般社団法人日本物流団体連合会主
催の第22回物流環境大賞「低炭素物流推進賞」を受賞しました。
　本取組みは、埼玉ALCから、東北ALCまでの医薬品移送を、2021年1月以降、従来の大型トラックによる陸送から鉄
道コンテナを利用した輸送へ切り替え、CO2排出量を年間約186トンから、そのおよそ90％減にあたる約16トンまで削
減できると見込んでいます。また、ドライバーの労働環境改善と物流コスト削減につながります。 
　今後は関東から北海道、中部、近畿方面の物流センターへの移送についても、モーダルシフトの実施を検討しています。
※モ ーダルシフト：トラックなどの自動車による貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換すること。

TOPIC

第22回物流環境大賞「低炭素物流推進賞」を受賞
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希少・難治性疾患の患者さんを支援

　より良い診断や治療による希少・難治性疾患の患者さん
の生活の質の向上をめざす活動「Rare Disease Day（世界
希少・難治性疾患の日、以下RDD）」を支援しています。また、
RDDのイベントが開催される2月にグループ各社のMSなど

が、オフィシャルバッジを着用し、日常業務に従事しています。

もみじの家を支援

　医療の一翼を担う企業として、
国立成育医療研究センターが運
営する重い病気や障がいのある
子どもやそのご家族のための医
療型短期入所施設「もみじの家」
を支援しています。

COPD啓発活動

　COPD（慢性閉塞性肺疾患）は、喫煙等によって気道や
肺に炎症が生じ、肺の働きが低下する病気であり、診断・
治療を受けていない人が多いことが問題となっています。当
社グループは、COPDの認知度を高め、患者さんの早期診
断・治療につながるよう、公益社団法人日本医師会等が推
進するCOPD啓発プロジェクトを応援しています。

「骨髄ドナー休暇」の制定 

　骨髄提供に必要な登録、検査、入院および健康診断等を
行うときに特別有給休暇を取得することができます。

「認知症サポーター養成講座」の受講を推進 

　（株）メディパルホールディングス、
（株）メディセオ、（株）エバルス、（株）ア
トルでは、認知症の方やそのご家族が安
心して暮らせる地域づくりに貢献するた

め、「認知症サポーター養成講座」の受講を推進しています。

 「一人一花運動」で地域貢献

　（株）アトルでは、福岡市のさまざまな場所での花づくり
を通じて、人のつながりや心を豊かにし、まちの魅力や価値
を高める、花によるまちづくりをめざす取組み「一人一花運
動」に参加しています。

 こども食堂を支援

　（株）メディパルホールディングスでは、「こども食堂※1」等
の活動をサポートする一般社団法人全国食支援活動協力会
が推進する「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム※2」
を通じて全国の未来を担う子どもたちを支援しています。

※1 「食」と「居場所」を通して子どもたちが安心して過ごせる場所を提供するための 
 社会貢献活動
※2 企業から寄付支援された食品等を全国の「こども食堂」等に届ける仕組み

基本的な考え方

メディパルグループでは、企業も社会の一員であることを強く自覚し、広くステークホルダーの
方々から信頼される企業グループをめざした取組みを行っています。

社会への取組み
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